
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定

通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
二
十
八
号 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項

並
び
に
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指

定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改

正
） 

第
一
条 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び

に
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平

成
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 
正 
前 

 
 

 第
十
一
条 

削
除 

          

（
準
用
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

          ２ 

（
略
） 

３ 

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、
第

九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児

（
情
報
の
提
供
等
） 

第
十
一
条 

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
利
用
し
よ
う
と
す
る

障
害
児
が
、
こ
れ
を
適
切
か
つ
円
滑
に
利
用
で
き
る

よ
う
に
、
当
該
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者

が
実
施
す
る
事
業
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を

行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指

定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
虚
偽
の
も
の
又
は
誇
大

な
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
準
用
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
及
び
第
十
条

の
規
定
は
、
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条

第
一
項
中
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、
条
例
第
四
十

条
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
医
療
機
関
」
と
あ

る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
」
と
、
第
十
条
第

二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の

は
「
医
療
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
、
同
項
第
三

号
中
「
第
三
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

４ 

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
及
び

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
居
宅 



童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児

童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅
訪
問
型
児

童
発
達
支
援
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、
第

九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
指
定
保
育
所
等
訪
問

支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お 

い
て
、
第
六
条
第
一
項
中
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、 

条
例
第
四
十
条
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
医
療 

機
関
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
」
と
、 

第
七
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と 

あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」 

と
、
第
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計 

画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
十
四
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
そ
の

従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
の
う
ち
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い

て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正

本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ

れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る

又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
条
例
第
十
四
条
第
一
項
（

条
例
第
四
十
七
条
の
五
、
条
例
第
五
十
一
条
、
条
例

第
七
十
条
、
条
例
第
七
十
条
の
二
、
条
例
第
七
十
三

条
、
条
例
第
七
十
三
条
の
八
及
び
条
例
第
八
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
条
例
第
十 

八
条
（
条
例
第
四
十
七
条
の
五
、
条
例
第
五
十
一
条
、 

条
例
第
七
十
条
、
条
例
第
七
十
条
の
二
、
条
例
第
七

十
三
条
、
条
例
第
七
十
三
条
の
八
及
び
条
例
第
八
十

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
次

項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書

面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る

記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

 

２ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
従
業
者

は
、
交
付
、
説
明
、
同
意
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
（
以
下
「
交
付
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
条

例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、

当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
障
害
児
又
は
通
所
給
付
決

定
保
護
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
障
害
児
又
は
当
該

通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特

性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え

て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ

訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「

児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅
訪
問
型 

児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

５ 

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
及
び

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
育

所
等
訪
問
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
中
「
従
業
者
の
勤

務
の
体
制
、
条
例
第
四
十
条
の
協
力
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務

の
体
制
」
と
、
第
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発

達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援

計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
十
四
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
及
び
そ

の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
の
う
ち
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
お

い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、

正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
条
例
第
十
四
条
第
一
項

（
条
例
第
四
十
七
条
の
五
、
条
例
第
五
十
一
条
、
条

例
第
六
十
三
条
、
条
例
第
七
十
条
、
条
例
第
七
十
条

の
二
、
条
例
第
七
十
三
条
、
条
例
第
七
十
三
条
の
八

及
び
条
例
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
条
例
第
十
八
条
（
条
例
第
四
十
七
条
の

五
、
条
例
第
五
十
一
条
、
条
例
第
六
十
三
条
、
条
例

第
七
十
条
、
条
例
第
七
十
条
の
二
、
条
例
第
七
十
三

条
、
条
例
第
七
十
三
条
の
八
及
び
条
例
第
八
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
次
項
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に

代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的

方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
及
び
そ
の
従
業

者
は
、
交
付
、
説
明
、
同
意
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
（
以
下
「
交
付
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、

条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に 

つ
い
て
は
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、 

当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
障
害
児
又
は
通
所
給
付
決 

定
保
護
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
障
害
児
又
は
当
該 

通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特 

性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え 

て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ 



の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な 

い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定
障
害

児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定

障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

五
年
広
島
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

（
記
録
の
整
備
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

入
所
支
援
計
画
及
び
移
行
支
援
計
画 

三
―
六 

（
略
） 

（
記
録
の
整
備
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

一 
（
略
） 

二 
入
所
支
援
計
画 

三
―
六 
（
略
） 

 
 

 

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

第
三
十
二
条
の
七 

（
略
） 

 

（
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
に
関
す
る
地
域
と
の

連
携
等
） 

第
三
十
二
条
の
七
の
二 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者

は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

地
域
住
民
又
は
そ
の
地
域
住
民
に
よ
る
自
発
的
な
活

動
等
と
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
な
ど
、
地
域
と
の

交
流
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
に
関
す
る
準
用
） 

第
三
十
三
条 

第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
条
、
第
十
一

条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
指
定
共

同
生
活
援
助
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
条
例

第
三
十
二
条
の
七 

（
略
） 

  
       

（
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
に
関
す
る
準
用
） 

第
三
十
三
条 

第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
条
、
第
十
一

条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
二
項
第
一



第
五
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
十
四
条
」
と
、
「
療

養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
生
活
援
助
計
画

」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第

一
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
条
例
第
六
十
条
」
と

あ
る
の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
条
例
第
八
十
条
」
と
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号

ま
で
の
規
定
中
「
条
例
第
六
十
八
条
」
と
あ
る
の
は

「
条
例
第
百
八
十
六
条
」
と
、
第
十
六
条
中
「
協
力

医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
協
力
医
療
機
関
及
び
協

力
歯
科
医
療
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

第
三
十
三
条
の
二 

（
略
） 

  

（
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事

業
に
関
す
る
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
三
十
三
条
の
二
の
二 

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定

共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型

指
定
共
同
生
活
援
助
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
地
域

住
民
又
は
そ
の
地
域
住
民
に
よ
る
自
発
的
な
活
動
等

と
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
な
ど
、
地
域
と
の
交
流

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事

業
に
関
す
る
準
用
） 

第
三
十
三
条
の
四 

第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
条
、
第

十
一
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
日

中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四

条
第
二
項
第
一
号
中
「
条
例
第
五
十
四
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
の
十
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
条
例
第
五
十
四
条
第
一
項
」

と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
日
中
サ
ー

ビ
ス
支
援
型
共
同
生
活
援
助
計
画
」
と
、
同
項
第
二

号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三

条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項
」
と
、

同
項
第
三
号
中
「
条
例
第
六
十
条
」
と
あ
る
の
は
「

条
例
第
百
八
十
六
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例

第
八
十
条
」
と
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の

規
定
中
「
条
例
第
六
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
条
例

第
百
八
十
六
条
の
十
」
と
、
第
十
六
条
中
「
協
力
医

療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
協
力
医
療
機
関
及
び
協
力

歯
科
医
療
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事

業
に
関
す
る
準
用
） 

第
三
十
三
条
の
五 

第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
条
、
第

十
一
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
三
十
二
条
の

三
及
び
第
三
十
二
条
の
七
の
二
の
規
定
は
、
外
部
サ

ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第

二
項
第
一
号
中
「
条
例
第
五
十
四
条
」
と
あ
る
の
は

号
中
「
条
例
第
五
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第

百
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
十
四
条

」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
生

活
援
助
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
条
例
第

六
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
八
十
条
」
と
、
同
項
第
四
号

か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
条
例
第
六
十
八
条
」

と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
」
と
、
第
十
六

条
中
「
協
力
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
協
力
医
療

機
関
及
び
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

 

第
三
十
三
条
の
二 

（
略
） 

 
         

 

（
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事

業
に
関
す
る
準
用
） 

第
三
十
三
条
の
四 

第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
条
、
第

十
一
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の

規
定
は
、
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援

助
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
条
例
第
五
十
四

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
の

十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
条
例
第
五
十
四

条
第
一
項
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は 

「
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
共
同
生
活
援
助
計
画
」
と
、 

同
項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一

項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
条
例
第
六
十
条
」
と
あ

る
の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
の
十
に
お
い
て
準
用

す
る
条
例
第
八
十
条
」
と
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
六

号
ま
で
の
規
定
中
「
条
例
第
六
十
八
条
」
と
あ
る
の

は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
の
十
」
と
、
第
十
六
条
中

「
協
力
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
協
力
医
療
機
関

及
び
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事

業
に
関
す
る
準
用
） 

第
三
十
三
条
の
五 

第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
条
、
第

十
一
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
及
び

第
三
十
二
条
の
三
の
規
定
は
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用 

型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中

「
条
例
第
五
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
八



「
条
例
第
百
八
十
六
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す

る
条
例
第
五
十
四
条
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と

あ
る
の
は
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共
同
生
活
援
助

計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
条
例
第
六

十
条
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
の
二
十

一
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
八
十
条
」
と
、
同
項

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
条
例
第
六
十

八
条
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
の
二
十

一
」
と
、
第
十
六
条
中
「
協
力
医
療
機
関
」
と
あ
る

の
は
「
協
力
医
療
機
関
及
び
協
力
歯
科
医
療
機
関
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
三
十
五
条 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び

そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
の
う
ち
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に 

お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、 

正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
条
例
第
十
一
条
第
一
項

（
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
条
例
第

三
十
九
条
の
四
、
条
例
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第 

二
項
、
条
例
第
八
十
四
条
、
条
例
第
八
十
四
条
の
五
、 

条
例
第
百
十
一
条
、
条
例
第
百
三
十
六
条
、
条
例
第

百
三
十
六
条
の
五
、
条
例
第
百
四
十
四
条
、
条
例
第

百
四
十
四
条
の
四
、
条
例
第
百
五
十
七
条
、
条
例
第

百
七
十
条
、
条
例
第
百
七
十
五
条
、
条
例
第
百
七
十

九
条
、
条
例
第
百
七
十
九
条
の
十
一
、
条
例
第
百
七

十
九
条
の
十
九
並
び
に
条
例
第
百
九
十
五
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
条
例
第
十

五
条
（
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
条

例
第
三
十
九
条
の
四
、
条
例
第
四
十
四
条
第
一
項
及 

び
第
二
項
、
条
例
第
六
十
八
条
、
条
例
第
八
十
四
条
、 

条
例
第
八
十
四
条
の
五
、
条
例
第
九
十
八
条
、
条
例

第
九
十
八
条
の
四
、
条
例
第
百
十
一
条
、
条
例
第
百

三
十
六
条
、
条
例
第
百
三
十
六
条
の
五
、
条
例
第
百

四
十
四
条
、
条
例
第
百
四
十
四
条
の
四
、
条
例
第
百

五
十
七
条
、
条
例
第
百
七
十
条
、
条
例
第
百
七
十
五

条
、
条
例
第
百
七
十
九
条
、
条
例
第
百
七
十
九
条
の

十
一
、
条
例
第
百
七
十
九
条
の
十
九
、
条
例
第
百
八

十
六
条
、
条
例
第
百
八
十
六
条
の
十
、
条
例
第
百
八

十
六
条
の
二
十
一
並
び
に
条
例
第
百
九
十
五
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
条
例
第

四
十
九
条
第
一
項
、
条
例
第
百
八
十
三
条
の
三
第
一

項
（
条
例
第
百
八
十
六
条
の
十
及
び
条
例
第
百
八
十

六
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
十
九
条
（
第
二
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当

該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気

的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

十
六
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
十

四
条
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
外

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共
同
生
活
援
助
計
画
」
と
、
同

項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
十
三
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項

」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
条
例
第
六
十
条
」
と
あ
る

の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準

用
す
る
条
例
第
八
十
条
」
と
、
同
項
第
四
号
か
ら
第

六
号
ま
で
の
規
定
中
「
条
例
第
六
十
八
条
」
と
あ
る

の
は
「
条
例
第
百
八
十
六
条
の
二
十
一
」
と
、
第
十

六
条
中
「
協
力
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
協
力
医

療
機
関
及
び
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
三
十
五
条 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び

そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
の
う
ち
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に 

お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、 

正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
条
例
第
十
一
条
第
一
項

（
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
条
例
第

三
十
九
条
の
四
、
条
例
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第 

二
項
、
条
例
第
八
十
四
条
、
条
例
第
八
十
四
条
の
五
、 

条
例
第
百
十
一
条
、
条
例
第
百
三
十
六
条
、
条
例
第

百
三
十
六
条
の
四
、
条
例
第
百
四
十
四
条
、
条
例
第

百
四
十
四
条
の
四
、
条
例
第
百
五
十
七
条
、
条
例
第

百
七
十
条
、
条
例
第
百
七
十
五
条
、
条
例
第
百
七
十

九
条
、
条
例
第
百
七
十
九
条
の
十
一
、
条
例
第
百
七

十
九
条
の
十
九
並
び
に
条
例
第
百
九
十
五
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
条
例
第
十

五
条
（
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
条

例
第
三
十
九
条
の
四
、
条
例
第
四
十
四
条
第
一
項
及 

び
第
二
項
、
条
例
第
六
十
八
条
、
条
例
第
八
十
四
条
、 

条
例
第
八
十
四
条
の
五
、
条
例
第
九
十
八
条
、
条
例

第
九
十
八
条
の
四
、
条
例
第
百
十
一
条
、
条
例
第
百

三
十
六
条
、
条
例
第
百
三
十
六
条
の
四
、
条
例
第
百

四
十
四
条
、
条
例
第
百
四
十
四
条
の
四
、
条
例
第
百

五
十
七
条
、
条
例
第
百
七
十
条
、
条
例
第
百
七
十
五

条
、
条
例
第
百
七
十
九
条
、
条
例
第
百
七
十
九
条
の

十
一
、
条
例
第
百
七
十
九
条
の
十
九
、
条
例
第
百
八

十
六
条
、
条
例
第
百
八
十
六
条
の
十
、
条
例
第
百
八

十
六
条
の
二
十
一
並
び
に
条
例
第
百
九
十
五
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
条
例
第

四
十
九
条
第
一
項
、
条
例
第
百
八
十
三
条
の
三
第
一

項
（
条
例
第
百
八
十
六
条
の
十
及
び
条
例
第
百
八
十

六
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
十
九
条
（
第
二
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当

該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気

的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ



と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

 
 

 

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

第
二
十
八
条
の
二 

（
略
） 

  

（
指
定
就
労
選
択
支
援
の
事
業
に
関
す
る
障
害
者
） 

第
二
十
八
条
の
三 

条
例
第
百
四
十
六
条
の
二
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就

労
継
続
支
援
を
利
用
す
る
意
向
を
有
す
る
者
及
び
現

に
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
利
用
し
て

い
る
者
と
す
る
。 

  

（
指
定
就
労
選
択
支
援
の
事
業
に
関
す
る
整
理
す
る

事
項
） 

第
二
十
八
条
の
四 

条
例
第
百
四
十
六
条
の
二
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。 

 

一 

障
害
の
種
類
及
び
程
度 

 

二 

就
労
に
関
す
る
意
向 

 

三 

就
労
に
関
す
る
経
験 

 

四 

就
労
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
及
び
支
援 

 

五 

就
労
す
る
た
め
に
適
切
な
作
業
の
環
境 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
適
切
な
選
択

の
た
め
に
必
要
な
事
項 

  

（
指
定
就
労
選
択
支
援
の
事
業
に
関
す
る
便
宜
） 

第
二
十
八
条
の
五 

条
例
第
百
四
十
六
条
の
二
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
便
宜
は
、
次
に
掲
げ
る
便
宜
と

す
る
。 

 

一 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
、
特
定
相

談
支
援
事
業
を
行
う
者
、
公
共
職
業
安
定
所
、
障

害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー
、
教
育
機
関
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
関

係
者
と
の
適
切
な
支
援
の
提
供
の
た
め
に
必
要
な

連
絡
調
整 

 

二 

地
域
に
お
け
る
障
害
者
の
就
労
に
係
る
社
会
資

源
、
障
害
者
の
雇
用
に
関
す
る
事
例
等
に
関
す
る

情
報
の
提
供
及
び
助
言 

第
二
十
八
条
の
二 

（
略
） 

 



 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
支
援 

 
 

 

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支

援
施
設
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

者
支
援
施
設
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

（
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
八
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
は
、
施
設

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
地
域

住
民
又
は
そ
の
地
域
住
民
に
よ
る
自
発
的
な
活
動
等

と
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
な
ど
、
地
域
と
の
交
流

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
八
条 
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
は
、
当
該

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地

域
住
民
又
は
そ
の
地
域
住
民
に
よ
る
自
発
的
な
活
動

等
と
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
な
ど
、
地
域
と
の
交

流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
広
島
県

規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

第
五
条 

（
略
） 

 

（
指
定
就
労
選
択
支
援
の
事
業
に
関
す
る
障
害
者
） 

第
五
条
の
二 

条
例
第
五
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
者
は
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続

支
援
を
利
用
す
る
意
向
を
有
す
る
者
及
び
現
に
就
労

移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
利
用
し
て
い
る
者

と
す
る
。 

 

（
指
定
就
労
選
択
支
援
の
事
業
に
関
す
る
整
理
す
る

事
項
） 

第
五
条
の
三 

条
例
第
五
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
規 

則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

障
害
の
種
類
及
び
程
度 

 

二 

就
労
に
関
す
る
意
向 

第
五
条 

（
略
） 

 



 

三 

就
労
に
関
す
る
経
験 

 
四 

就
労
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
及
び
支
援 

 
五 
就
労
す
る
た
め
に
適
切
な
作
業
の
環
境 

 

六 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
適
切
な
選
択

の
た
め
に
必
要
な
事
項 

 

（
指
定
就
労
選
択
支
援
の
事
業
に
関
す
る
便
宜
） 

第
五
条
の
四 

条
例
第
五
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
便
宜
は
、
次
に
掲
げ
る
便
宜
と
す
る
。 

 

一 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
、
特
定
相

談
支
援
事
業
を
行
う
者
、
公
共
職
業
安
定
所
、
障

害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー
、
教
育
機
関
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
関

係
者
と
の
適
切
な
支
援
の
提
供
の
た
め
に
必
要
な

連
絡
調
整 

 

二 

地
域
に
お
け
る
障
害
者
の
就
労
に
係
る
社
会
資

源
、
障
害
者
の
雇
用
に
関
す
る
事
例
等
に
関
す
る

情
報
の
提
供
及
び
助
言 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
支
援 

 
 

 

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施

設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支

援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
六
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
は
、
施
設

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
地
域

住
民
又
は
そ
の
地
域
住
民
に
よ
る
自
発
的
な
活
動
等

と
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
な
ど
、
地
域
と
の
交
流

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
六
条 

障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
は
、
当
該
障
害

者
支
援
施
設
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
又

は
そ
の
地
域
住
民
に
よ
る
自
発
的
な
活
動
等
と
連
携

し
、
及
び
協
力
す
る
な
ど
、
地
域
と
の
交
流
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 



指定(更新)申請書 
 

指定(更新)申請書 
 

改 正 後 改 正 前 
 
様式第６号の２（第５条の２関係） 

（１面） 

指定障害児通所支援事業者 

指 定 障 害 児 入 所 施 設 

 

（略） 

 

（略） 

指
定
（
更
新
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事

業
所
・
施
設 

（略） 

区分 事業等の種類 
事業等開始 

予定年月日 

指定の有効 

期間満了日 

通所 

支援 

□ 指定児童発達支援   

   

（略） 

（略） 

（略） 

注 （略） 
 

 
様式第６号の２（第５条の２関係） 

（１面） 

指定障害児通所支援事業者 

指 定 障 害 児 入 所 施 設 

 

（略） 

 

（略） 

指
定(

更
新)

を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業

所
・
施
設 

（略） 

区分 事業等の種類 
事業等開始 

予定年月日 

指定の有効 

期間満了日 

通所 

支援 

□ 指定児童発達支援   

□ 指定医療型児童発達支援   

（略） 

（略） 

（略） 

注 （略） 
 

２面 （略） ２面 （略） 
 
様式第６号の４（第５条の３関係） 

 

 

指定障害児通所支援事業者   

 

 

（略） 

 

廃止（

休止・

再開）

する事

業所 

（略） 

事業の種類 

□ 指定児童発達支援 
 

（略） 

（略） 

注 （略） 
 

 
様式第６号の４（第５条の３関係） 

 

 

指定障害児通所支援事業者   

 

 

（略） 

 

廃止（

休止・

再開）

する事

業所 

（略） 

事業の種類 

□ 指定児童発達支援 
□ 指定医療型児童発達支援 

（略） 

（略） 

注 （略） 
 

廃止 
休止  届出書 
再開 
 

廃止 
休止  届出書 
再開 
 



 
 

別
記
様
式
第
六
号
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様式第６号の５（第５条の４関係） 

 

業務管理体制の整備に関する事項の届出書 

 

年  月  日 

 

広島県知事様 

事 業 者 名   称 

（法人） 代表者氏名 

 

次のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 

事業者（法人）番号                  

届 出 の 内 容  

事 
 

業 
 

者 

（フリガナ）  

名称又は氏名  

住     所 

（主たる事業所の所在地） 

（〒     ） 

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

法 人 種 別  

代

表

者 

フリガナ  職 名  

氏 名  生 年 月 日 年  月  日 

住 所 （〒     ） 

事業所の一覧   ※ □ 事業所一覧表を添付（別紙） 

児童福祉法上の該当する条文 

（事業者の区分） 

 

児童福祉法施行規則第18条の

38、第25条の23の2及び第25

条の26の９第１項第２号から

第４号に基づく届出事項 

第２号 

フリガナ  

法令遵守責任者の氏名  

法令遵守責任者の生年月日 年 月 日 

第３号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 □ 添付 

第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要 □ 添付 

届出の内容が、法第21条の５の26第４項、第24条の19の２、第24条の38第４項関係（区分の変更）の場合 

区

分

変

更 

区分変更前行政機関名称、担当部（局）課  

事業者（法人）番号  

区分変更後行政機関名称、担当部（局）課  

区分変更の理由  

区分変更日    年   月   日 

 
※ 事業所の一覧として、別紙に該当する条文の事業所をサービス種別ごとに全て記載すること。 
 
添付書類 
１ 指定を受けている事業所及び施設の数が20以上の指定事業者等の場合は、業務が法令に適合することを確保 

するための規程 
２ 指定を受けている事業所及び施設の数が100以上の指定事業者等の場合は１に加えて業務執行の状況の監査 

の概要を記した資料 
 
 
 
 
 
 



別紙 

 

事業所一覧 

 
№ 事業所番号 事業所名称 サービス種別 郵便番号 事業所所在地 指定年月日 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
       
       

50       

※従たる事業所、出張所は含まれません。また基準該当事業所は対象外です。 

 

～ 



別
記
様
式
第
六
号
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



様式第６号の６（第５条の４関係） 

 

業務管理体制の整備に関する事項の届出書（届出事項の変更） 

 

年  月  日 

広島県知事様 

事 業 者 名   称 

（法人） 代表者氏名 

 

次のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 

事業者（法人）番号                  

変
更
が
あ
っ
た
事
項 

事業者（法人）の名称 
変更前  

変更後  

主たる事業所の所在地 

 

電話番号/FAX番号 

変更前 〒  

変更後 〒  

変更前 
電話番号 

 
FAX番号 

 

変更後   

法 人 種 別 
変更前  

変更後  

代 表 者 

変更前 
フリガナ  職  名  

氏  名  生年月日 年 月 日 

変更後 
フリガナ  職  名  

氏  名  生年月日 年 月 日 

変更前 
住  所 

〒  

変更後 〒  

法令遵守責任者 

変更前 
フリガナ  

生年月日 

年 月 日 
氏  名  

変更後 
フリガナ  

年 月 日 
氏  名  

業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 □ 添付 

業務執行の状況の監査の方法の概要 □ 添付 

 
添付書類  
１ 業務が法令に適合することを確保するための規程を変更した場合は、変更後の規程 

 ２ 業務執行の状況の監査の方法を変更した場合は、監査の方法を記した資料 



（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十 

 
 
 
 
 
 

 
八
年
広
島
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
三
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



様式第３号の３（第４条の２関係） 

 
業務管理体制の整備に関する事項の届出書 

 

年  月  日 

広島県知事様 

事 業 者  名   称 

（法人）  代表者氏名 

 

次のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 

事業者（法人）番号                  

届 出 の 内 容  

事  

業  

者 

（フリガナ）  

名称又は氏名  

住      所 

（主たる事業所の所在地） 

（〒    ） 

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

法 人 種 別  

代

表

者 

フリガナ  職 名  

氏 名  生 年 月 日 年  月  日 

住 所 （〒   ） 

事業所の一覧   ※ □  事業所一覧表を添付（別紙） 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律の該当する条文（事業者

の区分） 

 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律施行規則第34条の28及び

第34条の62第１項第２号から

第４号までの届出事項 

第２号 

フリガナ  

法令遵守責任者の氏名  

法令遵守責任者の生年月日 年  月  日 

第３号 
業務が法令に適合することを確保するための規程の

概要 
□ 添付 

第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要 □ 添付 

届出の内容が、法第51条の２第４項、第51条の31第４項関係（区分の変更）の場合 

区

分

変

更 

区分変更前行政機関名称、担当部（局）課  

事業者（法人）番号  

区分変更後行政機関名称担当部（局）課  

区分変更日    年   月   日 

  
※ 事業所の一覧として、別紙に該当する条文の事業所をサービス種別ごとに全て記載すること。 
 
添付書類 
１ 指定を受けている事業所及び施設の数が20以上の指定事業者等の場合は、業務が法令に適合することを確 

保するための規程 
２ 指定を受けている事業所及び施設の数が100以上の指定事業者等の場合は１に加えて業務執行の状況の監 

査の概要を記した資料 



別紙 

 

事業所一覧 

 
№ 事業所番号 事業所名称 サービス種別 郵便番号 事業所所在地 指定年月日 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
       
       

50       
※従たる事業所、出張所は含まれません。また基準該当事業所は対象外です。 

 

～ 



別
記
様
式
第
三
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様式第３号の４（第４条の２関係） 

 
業務管理体制の整備に関する事項の届出書（届出事項の変更） 

 

年  月  日 

広島県知事様 

事 業 者 名   称 

（法人）  代表者氏名 

 

次のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 

事業者（法人）番号                  

変
更
が
あ
っ
た
事
項 

事業者（法人）の名称 
変更前  

変更後  

主たる事業所の所在地 

 

電話番号/FAX番号 

変更前 〒  

変更後 〒  

変更前 
電話番号 

 
FAX番号 

 

変更後   

法 人 種 別 
変更前  

変更後  

代 表 者 

変更前 
フリガナ  職 名  

氏  名  生年月日 年  月  日 

変更後 
フリガナ  職 名  

氏  名  生年月日 年  月  日 

変更前 
住  所 

〒  

変更後 〒  

法令遵守責任者 

変更前 
フリガナ  

生年月日 

年  月  日 
氏  名  

変更後 
フリガナ  

年  月  日 
氏  名  

業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 □ 添付 

業務執行の状況の監査の方法の概要 □ 添付 

 
添付書類  
１ 業務が法令に適合することを確保するための規程を変更した場合は、変更後の規程 

 ２ 業務執行の状況の監査の方法を変更した場合は、監査の方法を記した資料 
 
 
 



 
 
 

附 

則 
こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 




